
 

 

 

                   

                            

市税 の納税は口座振替がお勧めです！ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※注意事項  

・国民健康保険税の納税義務者は、加入者ではなく世帯主の氏名を記入してください。 

  ・軽自動車税は納税義務者ごとに振替となるため、車ごとの口座指定はできません。 

   ・届出印が不鮮明な(しっかり押されていない)ときは、余白に再度押印してください。 

・お申込み後は、口座振替開始納期から現金納付しないようご注意ください。 

・再振替を除き、納期限が過ぎたものは振替できません。 

・各税目によって振替日(納期限)が違っていますので、納税通知書を確認してださい。 

     ・納税義務者の変更があった場合は、口座振替情報は引き継がれません。 

納めに出かける手間が省けます。 

税目ごとに振替口座を指定できます。 

通帳で振替記録の管理ができます。 

 

納期限日に振替するため、納め忘れがありません。 

口座の残高不足等で納期限日に振替できなかった時は再振替 

をします（再振替日は、納期限の約１５日後です）。 

・振替を希望する口座の通帳 

・通帳の届出印  

・納税通知書や納付書・領収書など 

（納税義務者と税目を確認するため） 

○申込みに必要なもの 

・阿賀野市役所税務課、各支所税務窓口 

・金融機関窓口 ※ゆうちょ銀行を除く 

○申込場所 

・申込みの翌月納期分から 

○振替開始 

市民税 

固定資産税 

軽自動車税 

国民健康保険税 

が市税だっちょ！ 


